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子ども・子育て支援新制度の概要について子ども・子育て支援新制度の概要について子ども・子育て支援新制度の概要について子ども・子育て支援新制度の概要について

■■■■1 子ども・子育て支援新制度とは

子ども・子育て支援新制度は、質の高い幼児教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を

実施し、妊娠、出産から育児までの切れ目ない支援を行うことを通じて、全ての子どもが健や

かに成長するように支援することを目的として、次の３つの法律が平成２４年８月に成立しま

した。

「子ども・子育て支援新制度」は、平成２７年４月に本格スタートを予定しています。

（１）子ども・子育て支援法

幼稚園と保育所の利用手続きや公費負担の仕組みが一本化される

（２）認定こども園法の一部改正

幼保連携型認定こども園について、幼稚園部分と保育所部分の別々になっている認可・

指導監督が一本化される

（３）関係法律の整備法

上記２つの法律の施行に伴い、児童福祉法などの関係法律が改正された

■■■■2 現行制度からの主な変更点

（１）市町村が制度の実施主体に位置付けられる

「幼稚園の所管は北海道」 「保育所の所管は市」となっている制度の実施主体を、市町

村に一本化するほか、５年を一期とする子ども・子育て支援事業計画を策定し、計画的に

幼児期の学校教育・保育、地域子ども・子育て支援を提供する責務を負う。

（２）幼児期の学校教育・保育の提供を「個人への給付」に変更

３歳児以上のすべての子どもへの学校教育と保育の必要性がある子どもへの保育を、個

人の権利として保障する観点から給付制度を導入し、認定こども園・幼稚園・保育所・小

規模保育事業等、いずれの施設を利用した場合でも、共通のしくみで公費対象となる。（私

学振興での幼稚園を除く）

（３）子ども・子育て支援の量・質の改善

量の拡充として、市町村による計画的な整備、小規模保育等（新たに公費対象として追

加）の多様な保育の充実などが図られる。
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■■■■3 子ども・子育て支援新制度の全体像

新制度による子ども・子育て支援サービスは「給付」と「事業」で構成されます。

※１ 国が定める基準を踏まえ「家庭的保育事業等の設備及び運営基準に関する基準条例」と

して市町村が策定

※２ 国が定める基準を踏まえ「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準条例」として市町村が策定

子ども・子育て支援給付 地域子ども・子育て支援事業

●施設型給付 ①

・認定こども園

・幼稚園

・保育所

●地域型保育給付 ②

・小規模保育事業

・家庭的保育事業

・居宅訪問型保育

・事業所内保育事業

●児童手当

●利用者支援事業【新規】

●地域子育て支援拠点事業

●妊婦健康診査

●乳児家庭全戸訪問事業

●養育支援訪問事業

●子育て短期支援事業

●ファミリーサポートセンター事業

●一時預かり事業

●延長保育事業

●病児保育事業

●放課後児童クラブ

●実費徴収に係る補足給付を行う事業【新規】

●多様な主体が本制度に参入することを促進する

ための事業【新規】 全１３事業

①施設型給付の対象 ②地域型保育給付の対象（０歳児～２歳児）

対

象

施

設

認定こども園

対

象

施

設

小規模保育事業
定員６人以上１９人以

下

幼 稚 園

家庭的保育事業

定員５人以下。家庭的

保育者の居宅又はその

他の場所で保育を実施

する事業

居宅訪問型保育事業
利用者の自宅に派遣

（利用要件有）

認可保育園 事業所内保育事業

主に従業員の子どもの

ほか地域の子どもにも

保育を提供（地域枠）

する事業

認可 都道府県 認可 市町村市町村市町村市町村 ※※※※１１１１

確認 市町村市町村市町村市町村 ※※※※２２２２ 確認 市町村市町村市町村市町村 ※※※※２２２２

給付 施設が代理受領 給付 事業者が代理受領
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■■■■4 給付対象としての「認可」と「確認」

新制度における「施設型給付」と「地域型保育給付」の支給対象となるためには、「認可」と

合わせて「確認」を受けることが必要です。

「認可」の趣旨・・・目的に合致した基準を満たしていること

「確認」の趣旨・・・支給対象施設・事業であること

○「確認」を受けることができる主体

確認を受けることができる教育・保育施設（認定こども園、幼稚園、保育所）の設置者は

「法人に限る」（施行前に現に認可を受けている施設は除く）とされています。（支援法第 31

条第 1 項）

地域型保育事業（小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育

事業）については、法人でない場合でも対象となります。

○確認を受けるための基準

各施設・事業の認可基準を満たす（認可を受ける）とともに、「運営に関する基準」を満た

す必要があります。基準は次のとおりです。

１ 施設の目的及び運営の方針

２ 提供する特定教育・保育の内容

３ 職員の職種、員数及び職務の内容

４ 特定教育・保育等を提供する日及び時間（開所時間）、提供を行わない日（休業日）

５ 利用者負担の種類、額、支払を求める理由

６ 区分ごとの利用定員

７ 特定施設・事業の利用開始・終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項

８ 緊急時における対応方法

９ 非常災害対策

10 虐待防止のための措置に関する事項

11 その他施設の運営に関する重要事項

※施行の際、現に幼稚園・保育所の認可を有する施設、認定こども園の認定を受けている

施設は、教育・保育施設としての確認があったとみなされます。（みなし確認）
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■■■■5 施設型給付費等の支給を受ける子どもの認定区分等

子ども・子育て支援法では、教育・保育を必要とする子どもについて３つの認定区分が設け

られ、これに従って施設型給付等が行われます。

○教育・保育給付を受ける場合は、子どもの年齢や保育の必要性に応じた認定（１号、２号、

３号）を受ける必要があります。

○２号、３号（保育を必要とする）事由は、内閣府令で定められています。また、「保育の必要

量」として「保育標準時間（利用）」と「保育短時間（利用）」の２区分が設けられています。

○認定区分に応じて利用できる施設や事業が異なります。

■保育の必要量のイメージ（一般的な保育所のように月曜日～土曜日開所の場合）

＊開所時間は市町村、施設、事業ごとに定める

認定区分 給付の内容

利用定員を設定し給

付を受けることとな

る施設・事業

■■■■１号認定の子ども１号認定の子ども１号認定の子ども１号認定の子ども

満３歳以上満３歳以上満３歳以上満３歳以上の小学校就学前の子どもであっ

て、２号認定子ども以外２号認定子ども以外２号認定子ども以外２号認定子ども以外のもの

教育標準時間（利用）
幼 稚 園

認定こども園

■■■■２号認定の子ども２号認定の子ども２号認定の子ども２号認定の子ども

満３歳以上満３歳以上満３歳以上満３歳以上の小学校就学前の子どもであっ

て、保護者の労働又は疾病その他の事由に

より家庭において必要な保育を受けること家庭において必要な保育を受けること家庭において必要な保育を受けること家庭において必要な保育を受けること

が困難が困難が困難が困難であるもの

保育短時間（利用）

保育標準時間（利用）

保 育 所

認定こども園

■■■■３号認定の子ども３号認定の子ども３号認定の子ども３号認定の子ども

満３歳未満満３歳未満満３歳未満満３歳未満の小学校就学前の子どもであっ

て、保護者の労働又は疾病その他の事由に

より家庭において必要な保育を受けること家庭において必要な保育を受けること家庭において必要な保育を受けること家庭において必要な保育を受けること

が困難が困難が困難が困難であるもの

保育短時間（利用）

保育標準時間（利用）

保 育 所

認定こども園

小規模保育事業等

（基本は保育短時間）

11 時間（利用可能な時間帯＝保育必要量）

延長

保育

原則的な保育時間（8 時間）
延長

保育延長保育

１

8 時間（利用可能な時間帯＝保育必要量）

延長

保育

延長

保育

原則的な保育時間（8 時間）＝

利用可能な時間帯

延長

保育 延長

保育延長保育

最大で利用可能な枠
保育標準時間

１か月当たり４８～６４時間程度の就労

月～土曜

日曜

保育短時間

１ヶ月当たり１２０時間程度の就労

最大で利用可能な枠

月～土曜

日曜
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○保育の提供にあたって、子どもに対する保育がこま切れにならないようにする観点や、施設・

事業者において職員配置上の対応を円滑にできるようにする観点などから、主にフルタイム

の就労を想定した「保育標準時間」と、主にパートタイムの就労を想定した「保育短時間」

の２区分を設定します。

○この２つの区分のもと、必要性の認定を受けた上で、それぞれの家庭の就労実態等に応じて

その範囲の中で利用することが可能な最大限の枠として保育必要量を設定します。

■保育の必要性の認定にかかる事由

■■■■6 利用者負担について

新制度における利用者負担については、応能負担を基本とした共通のしくみとなり、国が定

める水準を限度として、実施主体である市町村が地域の実情に応じて定める必要があります。

○市町村では、教育標準時間利用（１号認定）の子どもについては、現行の幼稚園就園奨励費

を考慮し、また、保育認定（２号、３号認定）の子どもについては、現行の保育運営費によ

る保育料の設定を考慮して、それぞれ利用者負担を検討します。（その際、両者の整合性の確

保に配慮）

現行の「保育に欠ける」事由 新制度における「保育の必要性」の事由

●以下のいずれかの事由に該当し、かつ、

同居の親族その他の者が当該児童を保育す

ることができないと認められること

①昼間労働することを常態としていること

②妊娠中であるか又は出産後間もないこと

③疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精

神若しくは身体に障害を有していること

④同居の親族を常時介護していること

⑤震災・風水害・火災その他の災害の復旧

に当たっていること

⑥前各号に類する状態にあること（その他）

●以下のいずれかの事由に該当すること

※同居の親族その他の者が当該児童を保育するこ

とができる場合、その優先度を調整することが可能

①就労【フルタイムのほか、パートタイム、夜間な

ど基本的にすべての就労に対応（一時預かりで対応

可能な短時間の就労は除く】

②妊娠、出産

③保護者の疾病、障害

④同居又は長期入院等している親族の介護・看護

⑤災害復旧

⑥求職活動【起業準備も含む】

⑦就学【職業訓練校等における職業訓練を含む】

⑧虐待や DV（同居配偶者・内縁関係者への家庭内

暴力）のおそれがあること

⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子ど

もがいて継続利用が必要であること

⑩その他、上記に類する状態として市町村が認める

場合
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■■■■7 新制度の「給付」「利用手続き」の流れ

■新制度の「給付」の流れ

■利用手続きの流れ

※私立保育所における保育の費用については、施設型給付ではなく、現

行制度と同様に市町村が施設に対して保育に要する費用を委託費と

して支払う。この場合の契約は市町村と利用者の間の契約となり利用

児童の選考や保育料の徴収は市町村が行うことになる。

新制度現行制度

質の確保され
た学校教育・保
育の提供責務

苫小牧市
【幼稚園】

苫小牧市

北海道

就園奨励費
私学助成

保育の

必要性認定

契約

施設型給付等

保育料

学校教育 幼稚園利用者

公的契約

【保育所】

認定こども園・
幼稚園・保育所・
小規模保育事業等

学校教育・保育

保育料
利用者

苫小牧市

運営費
保育料

契約

保育利用者 保育所

利用支援
あっせん

要請
調整
措置

1 2 3 4 5
認定こども

園（1 号 ）、

幼稚園を利

用希望の場

合

幼稚園等に

直接利用

申込みをします

※市町村が必要に
応じて利用支援を
します。

幼稚園等から

入園の内定を

受けます

※定員超過の場合など
には、面接などの
選考有。

幼稚園等を通じて

利用のための

認定を申請します

幼稚園等を通じて

市町村から

認定証が

交付されます

（1 号認定）

幼稚園等と

契約を

します

54321
保育所等の

利用希望の

申込みをします

利用先の

決定後、

契約と

なります

申請者の希望、

保育所等の状況

などにより、

市町村が

利用調整を

します

市町村から

認定証が

交付されます

（2 号認定,3 号認定）

市町村に

「保育の必要性」

の認定を

申請します

※利用希望申込み(3)
も同時にできます。

認定こども

園（2 号、3

号）、保育所、

小規模保育

事業等での

保育を利用

希望の場合

※新制度の利用に係る保育料は、保護者の所得に応じた支払が基本となります。また、契約・支払先は、利用する

施設によって異なります。

【幼稚園】

私学助成の場合は現行制度と同じ
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■■■■8 地域型保育事業イメージ（現行制度から新制度への移行イメージ）

※１ 地域において保育を必要とする従業員の子ではない乳幼児の受入れを行うこと。（受入

枠の基準あり）

現在の

施設形態

新 制 度 の 施 設 形 態

定員
給 付 対 象

給付対象外
施設型給付 地域型保育給付

20 人

19 人

6 人

5 人

1 人

事
業
所
内
保
育
所

認
可
外
保
育
施
設

保育所

小規模保育事業

（A 型・ B 型 ・

C 型）

家庭的保育事業

居宅訪問型保育事業

事業所内保育事業

＊１ 地域枠あり

事
業
所
内
保
育
所

認
可
外
保
育
施
設


